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１． 日程･参加者等 

 

派遣内容 山梨県災害対策本部総合図上訓練の講評 

日時 平成 30 年 9 月 3日（月）13:30～16:30 

場所 山梨県富士吉田合同庁舎 

派遣先事務局 山梨県 

派遣委員 火山防災エキスパート 岩田 孝仁（静岡大学防災総合センター教授） 

火山災害対応経験者 宇都 克枝（元霧島市危機管理官） 

参加者 富士山火山防災対策協議会構成員 

 

２． 派遣先において直面している課題や問題意識 

平成 24 年６月８日に富士山火山防災対策協議会が設立され、平成 26 年２月には、協議会に

おいて「富士山火山広域避難計画」が策定された。 

富士山火山防災対策協議会では、毎年広域避難計画の見直しや登山者等の避難誘導訓練がな

されているが、次のような課題も上がっている。 

 

 各機関の担当職員の同計画への理解度、習熟度は、けっして高くない。 

 富士山の噴火時には現地対策本部を設置することとされているもの

の、体制を含む具体的な運営要領や所掌事項が定められていない。 

 富士山の火山防災対策については、協議会を中心とした様々な関係機

関の連携による対応が前提となり、情報伝達経路の確認や避難対策に

おける市町村間の広域調整の体制を確立する必要がある。 

 国関係機関との情報共有や火山災害合同会議等の運営の流れについ

ての確認も必要。 

 噴火警戒レベルに応じた避難対応の考え方や防災関係機関の対応に

ついての基本的な考え方は整理されているが、各機関の具体的な行動

計画までは検討が十分になされていない。 

 

こうした課題や問題点を解決するためにも、図上演習などの訓練実施が必要であるとの認識

により、広域避難計画策定後、実施されていなかった富士山噴火を想定した山梨県総合図上訓練

を協議会構成機関の参加のもと実施することになった。今回のエキスパートの派遣については、

本訓練を通じて、特に県災害対策本部や火山防災対策合同会議等の運営について、噴火災害対応

経験者としての評価・講評、対策への助言などを期待するものである。 
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３． 富士山の概要 

（１） 火山の概要 

小御岳(こみたけ)・古富士の両火山上に生成した成層火山。日本の最高峰で体積約 400 ㎦（小

御岳，古富士，新富士を含める）の大きな火山。基底は直径 50 ㎞。主に玄武岩(SiO2 49～52％)

からなるが、1707 年の宝永噴火にはデイサイト・安山岩(SiO2 64～68％)の軽石・スコリアも

噴出。側火山が約 100 個ある。標高 2450m 以上は露岩地帯で、風食作用が著しく、特に西斜

面は崩壊が激しい(大沢崩れ)。864～866 年山腹から溶岩を流出した。 

また、1707 年の噴火では南東山腹から噴火し、江戸方面への大量の降灰など甚大な被害を及

ぼした。近年では 2000～2001 年の深部低周波地震が多発、2011 年 3 月 15 日には静岡県東

部（富士山の南部付近）で M6.4 が発生し、その後も地震活動は低下しつつも継続している。 

出典：「気象庁編（2005）日本活火山総覧（第 4 編）」 

 

 

（２） 火山災害の履歴 

有史後の主な噴火は、貞観 6～7年（864～865 年）の貞観噴火で、北西山腹から大量の溶岩を

流出し、また、宝永 4 年（1707 年）の宝永噴火では、南東山腹から噴火し、江戸（東京都）に

も大量の火山灰を降らせた。 

 以来 300 年、現在まで静かな状態が続いている。しかし、平成 12 年 10 月から 12 月、及び

翌年 4 月から 5 月には富士山直下の深さ 15 ㎞付近を震源とする低周波地震の多発が確認され

た。これより浅い地震活動や地殻変動等の異常は観測されなかったため、直ちに噴火の発生が懸

念されるような活動ではなかったが、改めて富士山が活火山であることが認識された。 

  



3 

 

＜噴火の歴史（1707(宝永 4)年噴火以降）＞ 

1707(宝永 4)年噴火 

(南東山腹) 

 噴火 1～2ヶ月前から山中のみで有感となる地震活動。十数日前から

地震活動が活発化、前日には山麓でも有感となる地震増加(最大規模

は M5 級)。 

 12 月 16 日朝に南東山腹(今の宝永山)で爆発し、黒煙、噴石、空振、

降灰砂、雷。その日のうちに江戸にも多量の降灰。川崎で厚さ 5cm。

噴火は月末まで断続的に起きたが、次第に弱まる。山麓で家屋・耕地

被害。初期はデイサイト、その後玄武岩のプリニー式噴火。 

 噴出物総量約 7×108m3(岩石換算)(気象庁,2002)。噴火後洪水等の土

砂災害が継続。 

1708(宝永 5)年 鳴動。 

1708～1709 

(宝永 5～6)年 
鳴動・降灰？ 

1825(文政 8)年 7 月 26 日 鳴動。 

1834(天保 5)年 5 月 16 日 山津波(融雪による土石流)。 

1854～1855(嘉永 6～7)年 地熱活動？ 

1895(明治 28)年 山頂で噴気活動？ 

1897(明治 30)年 

 山頂で噴気活動。温度は 82℃(平林,1898)。この頃以降山頂(荒巻)に

は噴気があったとの記録多数あり。 

 1936(昭和 11)年頃から次第に活動は低下。 

 1957 年の調査(気象庁,1957)では、噴気温度は約 50℃。その後 1960

年代まで続いたが、1982 年の気象庁の観測では噴気は見られなかっ

た。なお、山頂以外では、1957 年に宝永火口、須走登山道 3、7合目

で地熱があったとの報告もあるが詳細は不明。 

1926(大正 15)年 火山性地震？ 

1987(昭和 62)年 

8 月 20～27 日 
山頂で有感地震 4回(最大震度 3)。 

2000(平成 12)年 10～12 月

および 2001(平成 13)年 4～5

月 

やや深部低周波地震の多発。 

2008～10(平成 20～22)年 
GPS 連続観測から地下深部の膨張を示すと考えられる伸びの変化が観測

されたがその後終息。 

2011(平成 23)年 
静岡県東部（富士山の南部付近）で M6.4。その震源から山頂直下付近に

かけて地震が増加。その後地震活動は低下しつつも継続。 

出典：気象庁 HP 富士山 有史以降の火山活動 

（http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/314_Fujisan/314_history.html） 
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（３） 現在の活動状況 

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。噴火予報

（噴火警戒レベル１、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。 

噴気など表面現象の状況 
 

・ 萩原監視カメラ（富士山山頂の東南東約 18km）による観測で

は、噴気は認められません。 

地震や微動の発生状況 ・ 火山性地震の発生は少なく、地震活動は低調に経過していま

す。 

・ 火山性微動や浅部の低周波地震は観測されていません。 

地殻変動の状況 ・ GNSS 連続観測では、火山活動によるとみられる変動は認められ

ません 
出典：気象庁 富士山の火山活動解説資料（平成 30 年７月） 

 

 

４． 火山監視・観測体制 

〈富士山 観測点配置図〉 

 
出典：気象庁 HP 富士山 観測点配置図 

（http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/314_Fujisan/314_Obs_points.html） 
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５． 火山防災に関する取組 

（１） 富士山における火山防災対策の検討体制 

① 富士山火山防災協議会 

平成 12 年から平成 13 年にかけて富士山で発生した低周波地震を契機とし、火山ハザードマ

ップや避難対策、様々な機関の連携体制についての検討を行うため、平成 13 年 7 月に、国、関

係する県及び市町村により「富士山火山防災協議会（平成 14 年 6 月「富士山ハザードマップ作

成協議会」から改称）」が設立された。 

② 富士山火山防災対策協議会 

「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針（平成 20 年）」や平成 23 年の防災基本計画の修

正により、火山防災協議会の位置づけ等が示され、平成 24 年 6 月 8日に、山梨県、静岡県、神

奈川県の３県で連携した防災対策を検討するため、「富士山火山防災対策協議会」が設立された。 

その後、平成 28 年 3 月 24 日の活動火山対策特別措置法の改正に基づき、富士山火山防災対

策協議会は法定協議会へと改組された。 

〈富士山における火山防災の検討体制の経緯〉 

出典：平成 24 年度第 1回富士山火山防災対策協議会資料 
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② ハザードマップの見直し 

富士山火山防災対策協議会では、平成 16 年 6 月に策定されたハザードマップに基づき、広域

避難計画の策定や避難訓練の実施などの火山防災対策を実施してきた。 

しかし、その後の富士山に関する各種調査研究や新たな科学的知見が得られたため、協議会で

は、平成 27 年に作業部会を設置し、これらの知見について内容の確認等とハザードマップの改

定の必要性について検討を開始した。 

その結果、現在のハザードマップの想定火口範囲や溶岩流等の火山現象の想定影響範囲が拡

大する可能性があり、火山防災対策上改定の必要性があることから、平成 30 年３月にハザード

マップの改定に向けた方向性の素案をとりまとめたところである。 

ハザードマップの改定により、各種避難計画（広域避難計画および各市町村の避難計画）の修

正や、噴火警戒レベルの運用に関する再検討が見込まれている。 

 

出典：富士山火山防災対策協議会 第 8 回協議会（平成 30 年 3月 27 日）資料より 
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（３） 噴火警戒レベル等 

① 噴火警戒レベルの運用 

富士山では平成 19 年 12 月１日より噴火警戒レベルが運用開始されており、運用開始以降、

現在まで噴火警戒レベル１が継続されている。 

なお、噴火警戒レベルの引き上げや引き下げ等の基準は平成 30年 8月現在公表されていない。 
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出典：気象庁 HP 富士山の噴火警戒レベルリーフレット 
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② 「火山の状況に関する解説情報（臨時）」 

富士山では、事前の火口位置の特定が困難で、規制等を行う範囲が設定できないため、噴火前

には噴火警戒レベル２は発表しない運用となっているが、過去には、山頂のみの有感地震(1987

年）や深部低周波地震の増加(2000 年～2001 年）などの噴火警戒レベル３以上の発表基準に該

当しない火山活動の異状と認められる現象が発生している。これらの現象が観測された場合に

は、気象庁から「火山の状況に関する解説情報（臨時）」（以下、臨時の解説情報）の発表が見込

まれる。 

現行の「富士山火山広域避難計画」では、臨時の解説情報が発表された場合、協議会は、噴火

に備える体制（情報収集体制）に移行し、広報や会議の開催は必要に応じて行われることになっ

ている。 

しかし、噴火の発生前であっても臨時の解説情報の発表により、登山者等に大きな混乱が生じ

る可能性があることや、多数の登山者の滞留や登山道の狭隘さを踏まえ、協議会としてとるべき

防災対応を検討し、平成 30 年３月に「火山の状況に関する解説情報（臨時）」による防災対応に

関する申合せ書」を作成した。 

＜対応整理表＞ 

レベル 
防災 

情報 
段階・事象 対応 

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
） 

臨
時
の
解
説
情
報
発
表 

火山活動に変化があり周知す

る必要がある段階 

・ 浅部（数 km 以浅）での火山

性地震が一時的に多発する

（１日数十回程度以上） 

・ 深部（数 km 以深）での膨張

を示す地殻変動が観測される

ようになる 

・ 2000 年深部低周波地震 等 

① 登山の自粛の呼び掛け等の実施 

② 協議会（会議）を開催 

なし 

火山活動に特段の変化がない

段階 

・ 火山性地震が時々発生 
・ 深部低周波地震（深さ約 

15km 付近）が時々多発 等 

[平常時] なし 

[登山の自粛の継続・終了の判断] 

定例又は随時、協議会（会議）を開

催 

・ 気象庁から火山活動の状況につい

て報告 

・ 活動状況の確認 

 ↓ 

 協議会にて継続又は終了を決定 

出典：富士山火山防災対策協議会 第 8 回協議会（平成 30 年 3月 27 日）資料より 
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（４） 富士山における避難計画 

富士山ハザードマップをもとに、国、県、市町村が役割分担を明確にした上で互いに協働して

行う広域的な防災対策、並びに富士山が日本でも有数の観光資源であることに配慮した防災対

策が、富士山火山防災協議会において検討され、平成 17 年 9 月に「富士山火山広域防災対策」

としてとりまとめられ、中央防災会議に報告された。 

平成 18 年 2 月には、上記報告を踏まえ、「富士山火山広域防災対策基本方針」がとりまとめ

られた。 

富士山火山防災対策協議会では、これまで検討されてきた、富士山ハザードマップや富士山火

山広域防災対策、富士山火山広域防災対策基本方針などをもとに、平成 24 年度から協議会の役

割や県及び市町村の対応体制、情報伝達体制、火山現象別の避難の考え方などの検討を行い、平

成 27 年 3 月に、「富士山火山広域避難計画」をとりまとめた。 

なお、この広域避難計画は、毎年見直しと改定が行われるとともに、県、市町村の地域防災計

画への反映や市町村ごとの避難計画策定が進められている。 

① 段階的な避難対象地域の設定 

広域避難計画では、火山現象別に避難の範囲の考え方を整理しており、火口形成、火砕流、大

きな噴石の影響範囲は、溶岩流の避難対象エリアに含まれ、避難開始時期とも関連しているた

め、統合して避難対象地域とタイミングを設定している。 

また、溶岩流の流下が想定される範囲は、山頂から延びる大きな尾根により、放射状に 17 の

ラインに区分されている。また、溶岩流の到達が想定される範囲を到達時間により同心円状に区

分し、ラインと到達時間の区分の線で囲まれた区域を１つのブロックとして、避難を行う範囲と

している。これに、実際に避難勧告等を発令する際の地区の範囲等も踏まえ、避難対象地域を５

段階（第１次・２次・３次・４次Ａ・４次Ｂ）に区分し、段階的な避難の範囲を設定している。 

火口位置や影響範囲が特定できない噴火前や噴火直後の段階では、全方位を対象に想定火口

範囲から段階的にから避難を行い、火口や溶岩流等の流下方向が特定された段階で、必要なライ

ンで避難を行う。 

〈避難対象地域の区分〉 

避難対象エリア区分 対象の火山現象 

第１次避難対象エリア 想定火口範囲 

第２次避難対象エリア 火砕流、大きな噴石、溶岩流（３時間以内）到達範囲 

第３次避難対象エリア 溶岩流（３時間－24 時間）到達範囲 

第４次Ａ避難対象エリア 溶岩流（24 時間－７日間）到達範囲 

第４次Ｂ避難対象エリア 溶岩流（７日間－約 40 日間）到達範囲 
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〈溶岩流の流下ライン〉 

 
出典：富士山火山広域避難計画  
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〈避難単位となる「ブロック」のイメージ〉 

 
出典：富士山火山広域避難計画  
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〈溶岩流等の影響想定範囲と避難対象エリア〉 

 
 

出典：富士山火山広域避難計画  
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③ 富士山における避難促進施設 

富士山火山防災対策協議会では、噴火が発生した場合等に、施設利用者等に対して、迅速かつ

的確な情報伝達や避難誘導等が必要となる、「第１次・第２次避難対象エリアに位置する全施設」

を避難促進施設の協議会統一基準としている。 

各市町村は避難促進施設の指定や、避難確保計画の策定の支援を進めている。 

④ 居住地域等における観光客の避難対策 

富士山周辺には、登山道等の登山者だけでなく山麓地域にも多数の施設を有し、インバウンド

を含め年間 3,000 万を越える観光客が来訪している。また、「富士山火山広域避難計画」では噴

火警戒レベルに応じた観光客の避難のタイミングは定められているが、観光客数や避難経路、避

難にかかる時間等の事項が記載されていない。 

そこで、平成29年度に富士山火山防災対策協議会として、内閣府との協働検討事業に参加し、

観光客の避難計画策定に向けた検討を実施している。 

 

出典：富士山火山防災対策協議会 第 8 回協議会（平成 30 年 3月 27 日）資料より 

 

⑤ 登山道等における登山者の避難 

登山道等における登山者に対しては、噴火警戒レベルや臨時の解説情報の発表に応じて、山小

屋組合等を通じて、避難・入山規制（早期下山）や登山の自粛を呼び掛ける体制を構築している。 

また、徒歩での避難が可能な道や窪地、避難方向の目安となるポイントを記載した「既存路マ

ップ」と、過去の噴火をもとに避難の際の避難方向を示した、５つの「富士山噴火時避難パター

ン」を作成し、「富士山噴火時避難ルートマップ」として緊急下山する際の経路を周知している。 

一方で、富士山には登山者が多数訪れ、登山道ではたびたび渋滞が発生している。環境省が４

つの登山道の８合目付近に設置している赤外線カウンターでは、ピーク時には１日あたり 8,000

人の登山者が計測されている。このように多数の登山者が訪れている状況で、いかに円滑な避難

誘導を行うかが重要となっている。 
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〈富士山噴火時避難ルートマップ〉 

 

 

出典：富士山火山防災対策協議会 第 8 回協議会（平成 30 年 3月 27 日）資料より 
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（５） 近年の主な訓練 

① 富士山火山三県合同防災訓練 2014 

富士山火山三県合同防災訓練 2014 は、2014 年 10 月 19 日に実施された。訓練では、広域避難

計画に基づき住民等避難訓練などを実施して、計画の検証を図るとともに、避難対策の課題を洗

い出し、計画の充実が図られた。また、三県、市町村、国、関係機関等との連携体制の一層の強

化にもつながっている。 

＜富士山火山三県合同防災訓練 2014 の訓練実施概要＞

 
出典：富士山火山防災対策協議会 第 4 回協議会（平成 26 年 9月 12 日）資料より 

 

 

② 平成 29 年の登山者等の避難訓練 

山梨県では、観光事業者、山小屋経営者、有料道路管理者で構成する「富士スバルライン五合

目自主防災協議会」と合同で、登山者等を対象とした情報伝達、負傷者救助、避難誘導訓練を実

施した。外国人の登山者も想定し、５合目に常駐している通訳案内人らがヘルメットの配布や麓

へ向かうバスへの誘導訓練を実施している。 

また、静岡県側の登山道では、山小屋への情報伝達訓練、登山者への下山呼びかけ、     

登山者へのアプリによる防災情報の直接伝達、模擬登山者（外国人役を含む）による避難訓練を

実施。平成 29 年度の訓練では新たに大学生の協力を得て、若年層の火山防災に対する理解を深

める試みに取り組んだ。 

③ 平成 29 年の住民等の広域避難訓練（山梨県側市町村） 

平成 29 年８月に、山梨県側の６市町村で、住民が自家用車などを使って、指定された避難場

所へ移動する実働訓練が実施され、約 2,000 人が参加した。３キロ以上の渋滞が発生した地点

もあり、交通規制などの対策を行う必要性が改めて浮き彫りになった。 


